
一般廃棄物

　し尿処理施設から発生する汚泥

委託量見込

　山口市環境センターが排出する油脂分離汚泥をセメント化処理施設ＵＢＥ三菱

セメント株式会社山口工場伊佐地区又は山口工場宇部地区へ運搬する。

　山口工場伊佐地区及び山口工場宇部地区が受入停止の場合は九州工場苅田第一

地区へ運搬する。

　運搬に使用する車両は、汚泥の飛散防止措置を行った積載重量１０ｔ程度の廃棄

物運搬車両とする。

（荷台の高さ制限３ｍ以下）

山口県山口市小郡上郷１２２００番地

山口市環境センター

（１）汚泥の積み込みは、山口市環境センターの汚泥ホッパにより行う。

（２）汚泥の積み込み時間は、午前８時から午後５時００分までとするが、緊急の

　  場合はその限りではない。

（３）汚泥の積み込みの際は、開始前及び終了後にホッパー重量記録を行う。

（４）汚泥の搬出は、土曜午後、日曜、祝日を除く日に実施する。

計量 ＵＢＥ三菱セメント株式会社セメント工場のトラックスケールを取引計器とする。

（１）汚泥の収集運搬の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３条

　  の規定のとおりとする。

（２）受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に抵触することとなった

　  場合には、市は契約を解除することができる。なお、この場合受託者は、契約

 　 解除による損害の賠償を請求することができないこととする。   

（１）令和８年度山口市一般会計予算が不決又は減額された場合は、本調達手続を

　  中止し、契約を行わない。

（２）受託者は、業務の実施にあたりし尿処理施設又は第三者に損害を与えたとき

　  は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰す

　  べき理由により生じた場合は、この限りではない。

山口市環境センター汚泥収集運搬業務(セメント化）仕様書

処分対象物の種類

汚泥積込場所

契約方法 長期継続契約（単価契約）

令和８年４月１日～令和９年３月３1日

その他

業務内容

履行期間

積込、搬出方法

法令の遵守

搬出量 ｔ

含水率 ％ 82 ％
1,300 ｔ

油脂分離汚泥


